
木材の安定供給体制の整備について

  
       外材の需給逼迫、価格上昇等により外材輸入の減少が見られる一方で、国内においては木材として利用可能な森林資源の増加、加

工技術の向上等により、近年、国産材の利用量は増加傾向で推移。 

また、施業の集約化や路網整備と高性能林業機械の活用により生産性の高い林業生産活動を行っている林業事業体も存在。 

しかしながら、我が国の私有林の所有構造は小規模であり、さらに間伐等が分散的に行われていることなどから原木の供給は木材加

工業者のニーズに対応しきれていない状況。 

また、国産材の利用を拡大する意向を有している木材加工業者は増加しているものの、需要者は原木調達が不安定であることを大き

な経営リスクと捉え、国産材の利用拡大に取り組みにくい状況。 
さらに、木材産業も小規模な製材工場が主体のままであり、林業･木材産業の構造改革は十分には進展していない状況であり、供給

者の採算性を改善するため、生産・流通コストの大幅な低減が不可欠。 

現状と課題 

                
      国産材（一般製材、合板、集成材用等現物熟覧を要さない材）を利用する木材加工業者に対して、需要に対応した原木を低コストで

安定的に供給する体制を民有林･国有林が連携して構築（別紙）。 

対 策 

（参考）森林・林業基本計画（抜粋）（平成１８年９月８日閣議決定） 
第３ 森林及び林業に対し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 
 ３ 林産物の供給及び利用の確保に関する施策 

林業の持続的かつ健全な発展並びにこれを通じた森林の適正な整備及び保全を図るとともに、循環型社会の形成や持続可能な社会

の実現に資するため、木材の需要構造が品質及び性能の明確な製品を大量かつ安定的に求めるものに変化していること等を踏まえた

供給体制を構築することが必要である。 
このため、最近の国産材の利用量の増加の兆しを踏まえつつ、国産材の利用拡大を軸とした林業及び木材産業の再生を実現するた

め、次に掲げる施策を講ずる。   
(1)  木材の安定供給体制の整備 

大規模需要のニーズに対応するためには、施業等の集約化の推進による林業経営規模の拡大を図りつつ、木材を大量、安定的か

つ低コストで供給していくことが重要である。 
このため、民有林と国有林の原木供給側が連携した安定供給を担う体制の整備を推進する。 
また、施業等の集約化を通じて伐採可能な森林を取りまとめることにより、大規模需要に応じた安定供給のための立木としての

ストックを確保し、需要と供給を的確に結びつけるために必要な人材の育成や流通の効率化等の条件整備を実施する。 
さらに、適切かつ効率的な素材生産業者の育成を推進する。 

 

４



 

需要者 

需要者 

森林所有者
森林所有者

森林所有者

森林所有者 森林所有者 
森林所有者

森林所有者

○木材安定供給協議会の設置 
 

• 都道府県ごとに都道府県、森林管理

局、都道府県森連、林業事業体の組織

する団体等による協議会を設置し、 

① 地域における原木供給可能量情報

の集積・提供 

② 提案型施業の普及・定着化の推進 

③ 施業の低コスト化のための情報収

集・提供 

などを行う。 

• また、地域ブロック段階及び全国段階で

も協議会を設置。 
＊ 施 業 集 約 化 ・ 供 給 情 報 集 積 事 業

559,040 千円 

○原木供給可能量情報の収集・提供 
 

• 協議会に集積した原木供給可能量情報

を活用して、コーディネーターが需給の

マッチングを行う。 

• また、協議会は需要者のニーズに関す

る情報を原木供給者側に的確に伝達。 

• これにより、国産材の利用拡大を図ろう

とする需要者の原木調達の安定性に対

する不安を解消。 
       ＊素材流通コーディネート事業  

41,434 千円 

○低コスト作業システムの開発・普及 
   

• 素材生産の低コスト化を図るため、簡

易で耐久性のある作業路網と高性能

林業機械を組み合わせた低コスト作業

システムモデルを開発・普及。 

• これにより、生産コストの低減を図り、

森林所有者に対して説得力のある施

業提案を可能とするとともに、森林所

有者に利益を還元。 
＊低コスト作業システム構築事業 

201,600 千円 

＊森林整備効率化支援機械開発事業 

153,131 千円 

需要者 

○提案型による間伐等の施業の集約化

の推進 
   

• 森林組合等林業事業体が森林所有者

に対して、施業内容、コスト、林産物販

売収益等を明らかにして行う提案型施

業の普及・定着化を推進。 

• 集約化した森林からの原木供給可能

量情報を協議会に集積。 
＊施業集約化・供給情報集積事業 

559,040 千円 

＊林業・木材産業改善資金 

＊木材産業等高度化推進資金 

＊森林整備地域活動支援交付金 

7,452,575 千円

 
 森林組合等林業事業体 

 

各都道府県木材安定供給協議会
（仮称） 

 

原木供給可能

量情報
需給情報

 
 コーディネーター 

 

原木供給可能

量情報
需給情報

原木供給可能

量情報
需給情報

施業

委託 
施業

提案

木材の安定供給体制の内容 別紙 



森林・林業基本計画に掲げられた目標

森林の多面的機能の発揮

急増する高齢級の森林について、施業コストを低減しながら、
地域の特色やニーズに応じた多様な森林づくりを進めることとし
て、望ましい森林の状態を提示

（ポイント）

• 育成単層林の一部は、間伐や択伐を進め、徐々に広葉樹
林を含む育成複層林への誘導

• 天然生林の一部は、天然更新を促す作業等により育成複
層林へ誘導

5,4505,3004,9204,340総蓄積

2,5102,5102,5102,510合計

1,1701,3201,3501,380天然生林

68017012090育成複層林

6601,0201,0301,030育成単層林

平成37年平成27年

（参考）
指向状態
<100年後>

目標（現況）
平成17年

木材の供給及び利用

森林の多面的機能の発揮のための整備を通じて供給される木材
について、安定供給体制づくり、製材・加工の大規模化等に取り組
む結果、実現が見込まれる供給量とその内訳を提示

（ポイント）

• 資源の増加や需要動向を考慮しつつ、１０年後に３５％増の
木材供給量を見込む

292317木材供給量

（参考）
平成37年

（目標）
平成27年

（実績）
平成16年

2211その他

91912317合計

151431合板用材

413854パルプ・チップ用

33371411製材用材

（見通し）
平成27年

（実績）
平成16年

（目標）
平成27年

（実績）
平成16年

総需要量国産材利用量用途別

（単位：百万ｍ3）

（単位：万ha、百万ｍ3）

民有人工林の齢級構成
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民有林の人工林の林齢構成は、間伐が必要な４～９齢級（16～45年生）の
ものが約６割を占めており、引き続き間伐の着実な推進が重要な課題。

約6割（約500万ha）
高齢級の森林

↓
現状のまま10年間推

移した場合約６割

国産材（用材）利用量の推移
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※１７年は見込値

木材として利用可能な森林
資源の増加、加工技術の
向上や丸太の流通体制の
改善等により、集成材や針
葉樹合板への利用が進み
つつあり、国産材の利用量
は平成１４年以降増加傾
向で推移

（参考）



木材の安定供給体制の整備に向けて

～木材安定供給協議会（仮称）の設立及び都道府県林業・木材産業構造改革プログラムの改訂について～

平成 1 9年 1月

林 野 庁
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１．木材の安定供給体制の整備について

需要者

・需給情報の収集、需給情報の
マッチング

国有林

森林組合等林業事業体

コーディネーター

森林所有者

森林所有者

提案型集約化施業の普及・定
着化のための研修の実施

公社、機構等大規模林業経営体

森林所有者

需要者需要者

集約化主体
又は素材生産事業体

森林所有者

森林所有者全国木材安定供給協議会（仮称）

需要に応じた材の直送による
原木の大量・安定供給

1.原木供給可能量情報の集積・提供
2.提案型集約化施業の普及・定着化のための人材育
成

[全国提案型施業定着化部会]
・研修の企画、運営
・専門家の派遣 等

3.低コスト生産等に関する取組みの情報収集・提供
4.需要情報の収集・提供

・原木供給可能量情報
・需要情報
・施業の低コスト化に関する情報

・原木供給可能量情報
・需要情報
・施業の低コスト化に関する情報

製材、合板、集成材工場等の需要者

原
木
供
給
可
能
量
情
報

需要情報

専
門
家
の
派
遣
や
指
導
等

原木供給可能量情報

原
木
供
給
者

施業
委託

施業
提案

• 低コスト生産体系の習得・導入（低コスト作業路網の
整備、高性能林業機械の導入）

•森林所有者の採算性の改善
•間伐事業の着実な推進
•利用間伐等による原木の安定供給

全国単位
地域ブロック単位

都道府県単位

需要者

需要者

需
要
情
報

供 給者と
需要者の
マッチング

低コスト木材供給体制整備事業（H19新規 9.6億円）

•提案型施業による集約化
-森林所有者の合意形成と原木供給可能量
の取りまとめ
-人材育成のための研修への参加

（Ｈ
19
新
規
5.

6
億
円
）

施
業
集
約
化
・供
給
情
報
集
積
事
業

1

1.原木供給可能量情報の集積・提供
2.提案型集約化施業の普及・定着化のための人材育
成

[地域施業プランナー育成実践部会]
・研修の企画、運営
・専門家の派遣 等

3.低コスト生産等に関する取組みの情報収集・提供
4.需要情報の収集・提供

地域ブロック（全国８ブロック）
木材安定供給協議会（仮称）

1.原木供給可能量情報の集積・提供
2.提案型集約化施業に関する情報提供
3.低コスト生産等に関する取組みの情報収集・提供
4.需要情報の収集・提供 等

都道府県
木材安定供給協議会（仮称）

売買契約

全国木材安定供給協議会（仮称）

原木供給
可能量情報

供
給
情
報



地域ブロック（案）

北海道ブロック
北海道

東北ブロック
青森、秋田、岩手、山形、宮城

関東ブロック
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、神奈川、新潟、山梨

中部ブロック
静岡、長野、岐阜、愛知

近畿・北陸ブロック
富山、石川、福井、三重、滋賀、
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中国ブロック
鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国ブロック
徳島、香川、愛媛、高知

九州ブロック

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

四国ブロックッ

上川北部

釜石地方

雄勝広域

多野東部

天竜

羽咋

松坂飯南

三次

新居

香美

南那珂

上球磨

九州ブロック

中国ブロック
近畿・北陸ブロック

中部ブロック

関東ブロック

東北ブロック

北海道ブロック

モデル森林組合

日吉町

2



２．木材安定供給協議会（仮称）について

提案型施業を通じた集約化の推進、原木供給可能量情報の集積・提供、低コスト作業システムの普及等のため、
全国、地域ブロック、都道府県の各レベルで協議会を設置。

なお、協議会が行う原木供給可能量情報の集積・提供等については、事業者間の公正かつ自由な競争を妨げな
いよう十分留意することが必要。

1. 全国協議会（事務局：全国森林組合連合会）

• ①各地域ブロック協議会における進捗状況を把握、②全国的に原木を求める需要者に対する原木供給可能量
情報を提供、③提案型集約化施業の普及・定着化のための研修の企画・運営、専門家の派遣、④低コスト生
産等に関する全国の先進事例の情報収集・提供等を実施。

• 協議会のメンバーは、全国森林組合連合会、全国素材生産業協同組合連合会その他各都道府県協議会のメン
バーを構成員とする全国団体、林野庁（オブザーバー）、学識経験者など。

2.地域ブロック協議会（事務局：ブロック幹事都道府県森林組合連合会）
• ①各都道府県協議会における進捗状況を把握、②都道府県域を超える広域で原木を求める需要者に対する原

木供給可能量情報を提供、③提案型集約化施業の普及・定着化のための研修を企画・運営、④低コスト生産
等に関する先進事例の情報収集・提供等を実施。

• 協議会のメンバーは、
都道府県、都道府県森林組合連合会、森林管理局（オブザーバー）、学識経験者、都道府県素材生産業
協同組合等林業事業体の団体、林業経営体（大規模林業経営体、森林整備法人、緑資源機構等）など

3.都道府県協議会（事務局：各都道府県森林組合連合会）
• ①都道府県内の施業集約化・供給情報集積事業の事業実施主体の事業の進捗状況等を把握、②集約化主体や

大規模供給者等からの原木供給可能量情報の集積・提供、③提案型集約化施業に関する情報の提供、④低コ
スト生産等に関する先進事例の情報収集・提供等を実施。

• 協議会のメンバーは、

都道府県、都道府県森林組合連合会、都道府県素材生産業協同組合等林業事業体の団体、森林管理局、
林業経営体（大規模林業経営体、森林整備法人、緑資源機構等）など
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全国協議会（地域ブロック協議会の開催状況を踏まえて開催）
• 原木供給可能量情報の集積
－ 各地域ブロック協議会からの報告を束ねる

• 原木供給可能量情報の情報提供
－ 地域ブロックの範囲を超えて全国的に原木を求める需要者に対して情報を提供（問い合わせへの対応）

• 需要情報の収集・提供

① 原木供給可能量情報の集積・提供

地域ブロック協議会（毎年５月及び１１月を目途に開催）
• 原木供給可能量情報の集積
－ 地域ブロック内各都道府県協議会からの報告を束ねる

• 原木供給可能量情報の情報提供
－ 都道府県の範囲を超えて原木を求める需要者やコーディネーター等に対して情報を提供（問い合わせへの対応）

• 需要情報の収集・提供

都道府県協議会（毎年４月及び１０月を目途に開催）
• 原木供給可能量情報の集積
－ 「施業集約化・供給情報集積事業」で集約化した森林及びそれ以外の森林から供給可能な原木供給可能量情報、国有林から提
供された情報、大規模林業経営体、緑資源機構、林業公社等から任意に提供された原木供給可能量を集積
－ 事業の効果を高めるためには、出来るだけ多くの情報を集積することが重要

• 原木供給可能量情報の情報提供
－ 集積した原木供給可能量情報を需要者、コーディネーター等に提供（集約化主体等の単位で樹種、数量の情報をホームページ
等で提供。全森連のホームページに専用サイトを設け、集積する情報が取りまとまった都道府県協議会の分から、順次、情報の内
容と該当都道府県協議会名、問い合わせ先等を掲載・更新すること等により対応。）

森林所有者の合意形成による施業
の集約化主体

（森林組合等林業事業体）

原木供給可能量情報 原木供給可能量情報 原木供給可能量情報

（１）木材安定供給協議会（仮称）の役割

「施業集約化・供給情報集積事業」により
集約化した森林からの供給可能量情報

左記以外の森林からの供給可能量
情報

国有林
（森林管理局・署）

緑資源機構、林業公社、
大規模林業経営体 等
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全 国 協 議 会 【全国提案型施業定着化部会】
構成：学識経験者、実績のある森林組合、全国森林組合連合会、コンサルタント、林野庁（オブザーバー）

地域ブロック協議会 【地域施業プランナー育成実践部会】
構成：①参加森林組合を構成員とする都道府県森連、②都道府県、③学識経験者（地域実践研修講師）、

④モデル森林組合、⑤モデル森林組合所在の都道府県森連（事務局）

都道府県協議会（事務局 都道府県森連（想定））

指導・助言

先進地集合研修（全国
レベル）等の企画・運営
研修の実施主体：

全国部会
（事務局 全森連）

専門家の派遣

• 実践結果の検証・評価
• 事例発表会の開催
• 事例集の作成

提案型集約化施業の
普及・定着化に当たっ
ての課題の整理、対応
策の検討

・地域の実情に応じた施業提案書の検討
・地域実践研修（地域レベル）の企画・運営

・地域レベルの研修の実施主体：地域部会（事務局 モデル森林組合所在の都道府県

森連）

•地域ブロック協議会からの情報提供に基づき、森林組合等林
業事業体への情報提供

先進地集合研修及
び地域実践研修の
受講を希望する事業
体の情報提供

先進集合地研修及び
地域実践研修に関す
る情報提供

② 提案型集約化施業の普及・定着化のための人材育成

提案型集約化施業のための人材育成に取り組む意欲のある森林組合等林業事業体

受講希望情報提供
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全国協議会

• 各地域ブロック協議会からの報告を束ねるほか、全国の先進事例の収集
• 収集した情報を地域ブロック協議会等に幅広く提供

地域ブロック協議会

• 各都道府県協議会からの報告を束ねる
• 全国協議会から提供された情報を都道府県協議会等に幅広く提供

都道府県協議会

• 協議会メンバー等から施業の低コスト化に関する情報を収集し、地域ブロック協議会に報告
• 地域ブロック協議会から提供された情報等を協議会メンバー等に幅広く提供

③ 低コスト生産その他木材の安定供給に関する先進事例等に関する情報の収集・提供

低コスト生産等に取り組む森林組合等林業事業体

情報提供情報提供

情報提供

情報提供

情報提供

情報提供
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（２）新生産システムとの関係

• 「新生産システム」は、事業実施県の全県域等が地域指定されているものの、供給者、需要者は特定の者
であり、供給量も全体の一部。また、「新生産システム」の事業実施主体は、「新生産システム」の協定
の相手方以外への供給、協定の相手方以外からの調達も行っていることが一般的。

• このため、木材安定供給体制の整備については、「新生産システム」の事業実施主体であるか否かを問わ
ず、参加できるものであり、「新生産システム」の事業実施地域を含む県においても、県段階の木材安定
供給協議会（仮称）の設置等木材安定供給体制の整備に取り組むことが重要。

• 「新生産システム」実施地域においては、「新生産システム」の「森林・所有者情報データベース設置事
業」による伐採可能森林データベースと「施業集約化・供給情報集積事業」により都道府県協議会に集積
される原木供給可能量情報の２つのデータベースが置かれることとなる。

• 「新生産システム」のデータベースは、事業実施主体として予め決められた素材生産業者が協定の相手方
である需要者に原木を安定的に供給するものであるが、「施業集約化・供給情報集積事業」により協議会
に集積される情報については、利用者の制限はなく、広く利用が可能。

• 「新生産システム」の事業実施主体である大規模製材工場も新生産システムの協定外のものとして、県協
議会に集積された情報やコーディネーターを活用して原木を調達することが可能。
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（500ha程度以上の規模）

供給可能
量情報所有者

所有者

所有者
多様なニーズに対
応し得る多様な原
木の供給可能量情
報を取りまとめ

需給情報の
マッチング・
コーディネート

需要者ニーズ

施業の集約化 立木データベースによる
供給促進

Ａ材を中心に大ロットで安定的
に供給（協定に基づく取組）

大量の木材を加工できる大
規模な施設

新たに整備する木材の安定供給体制と新生産システムの関係

所有者

所有者
所有者

所有者

所有者

所有者

所有者

所有者

所有者

所有者

所有者所有者

所有者

所有者

所有者

所有者 所有者 所有者 所有者

1箇所30ha程度

以上の集約化

多様なニーズを有する加工施設施業の集約化

ニーズに応じた多様な原木を低コスト
で安定的に供給（協定外）

新生産システム

新たに整備する木材の安定供給体制

集積された原木供給可能量情報、コーディネータの活用が可能

ニーズに応じた多様な原木を
低コストで安定的に供給
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○○県地域材安定供給協議会規約（案）

第１章 総則

（名称）
第１条 本協議会は、「○○県地域材安定供給協議会」（以下「協議会」とい

う。）と称する。
（注：協議会の名称は地域の実情に応じて、各都道府県等で決定）

（目的）
第２条 本協議会は、地域材を需要者ニーズに対応し、低コストで安定的に供給す

ることにより、県内の林業及び木材産業の活性化、並びにこれらを通じた森
林の整備の推進を図ることを目的とする。

（事業内容）
第３条 協議会は前項の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1)  提案型による集約化施業の普及・定着に関すること
(2)  原木供給可能量の取りまとめに関すること
(3)  原木供給可能量情報の提供に関すること
(4)  地域材需要動向の把握に関すること
(5)  地域の実情に応じた素材生産の低コスト化その他地域材の安定供給のた

めの情報の収集・提供に関すること
(6)  (1)～(5)を推進するための事業の進捗状況の把握、連絡調整
(7)  「○○地域木材安定供給協議会」への参画
(8)  その他協議会の目的の達成に必要な事項

第２章 組織

（構成員）
第４条 本協議会は次の者をもって構成するものとする。

(1)  ○○県森林組合連合会
(2)  ○○県
(3)  ○○県に所在する林業事業体の組織する団体
(4)  △△森林管理局
(5)  その他協議会の目的に賛同する原木供給者等

（注：(5)については、都道府県の状況により、任意の構成員とする)

（役員）
第５条 協議会には、次の役員を置く。

(1)  会長 １名
(2)  副会長 若干名
(3) 監事 ２名
(4)  代表幹事
(5)  幹事

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の事態が生じた場合は、その職務を

行うものとする。
４ 監事は、事業の執行及び会計について監査する。
５ 代表幹事及び幹事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執

行する。
６ その他必要な役員については、その都度協議の上決定する。

（役員の選出）
第７条 役員は（都道府）県協議会の構成員の中から選出する。

２ 代表幹事及び幹事は、会長が委嘱する。

（役員の任期）
第８条 役員の任期は、１年とする。なお、再選は妨げないものとする。

第３章 会議

（会議の開催）
第９条 会議は、原則年２回開催するほか、開催の必要が生じた場合、会長がこれ

を招集する。
２ 会議の議長

会議の議長は会長とする。

（幹事会）
第10条 協議会に幹事会を置く。

２ 幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
３ 幹事会は、会議に提出する議案の調整及び協議会運営に関する事項等の企
画・立案を行う。

第４章 事務局及び補則

第11条 事務局
協議会の事務局は、○○県森連に置く。事務局は、協議会の運営に必要な

庶務、連絡調整及び原木供給可能量情報の管理等の運営を行うものとする。

第12条 補則
この規約に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、協議会で定め

るものとする。

付則
１ この規約は、平成１９年 月 日から施行する。

（３）木材安定供給協議会の規約案（例）
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７
｜
９
月

10

月

｜

４
｜
６
月

１
｜
３
月

都道府県協議会地域ブロック協議会全国協議会

（４）木材安定供給協議会の今後の手順

全国事務局会議に参加した都道府県県森連は、その内容につ
いて併せて都道府県協議会の立ち上げ会合において報告

10

都道府県知事、森林管理局長が連携して、都
道府県内の素材生産業協同組合等林業事業体
で組織する団体、大規模林業経営体、緑資源
機構（整備局）、林業公社等に対して協議会へ
の参画を呼びかけ。
事務局を具体化するとともに、規約、事務局体
制等を整備。

地域ブロック協議会の事務局（モデル森林組合の
所在都道府県を基本として実施）を具体化するとと
もに、協議会設立に向けた規約や事務局体制等を
整備。

【４月】
全国協議会の立ち上げ会合
全国提案型施業定着化促進部会（第1回）

（年間の研修日程・内容の設定）

施業プランナー育成研修に係る全国事務局会議
（各都道府県森連に全国段階及び地域段階の研修
の日程・内容等を説明)

【４月】
各都道府県協議会の立ち上げ会合

【５月】
ブロック協議会の立ち上げ会合
地域施業プランナー育成実践部会（第1回）

（全国段階及び地域段階の研修の日程・内容等を参
加森林組合等に説明）

【10月～】

都道府県協議会での原木供給可能量情報の
取りまとめ、コーディネーター・需要者への
情報提供、川下情報の収集・提供（全森連の
ホームページに専用サイトを設け、集約化主
体等の単位で樹種、数量等の情報を掲載）

↓
都道府県協議会の開催

【６～７月】
全国段階：施業プランナー育成先進地集合研修（基
礎コース）の実施（京都府：日吉町森林組合）

【７月】
地域段階：施業プランナー育成地域実践研修
（Ⅰ）の実施（各ブロックのモデル森林組合）

【９月】
地域段階：施業プランナー育成地域実践研修
（Ⅱ）の実施（各ブロックのモデル森林組合）

【11月】

ブロック協議会での原木供給可能量情報の取りま
とめ、コーディネータ・需要者等への情報提供等

↓
ブロック協議会の開催

【11月又は地域実践研修（Ⅱ）の最終日】
地域プランナー育成実践部会（第2回）（研修成果

の総括）

【 9～10月】

全国段階：施業プランナー育成先進地集合研修（専
科コース）の実施

【Ｈ20年３月】
全国協議会の開催（原木供給可能量の情報の活
用状況の総括）
全国提案型施業定着化促進部会（第2回）
提案型集約化施業事例発表会（各ブロックでの
研修成果その他先進事例の発表）



２ 安定供給体制を整備する必要性

１ 現状と課題

• 外材の需給逼迫、価格上昇等により外材輸入の減少が見られる一方で、国内においては利用可能な森林資源の増加、
加工技術の向上等により、近年、国産材の利用量は増加傾向で推移。

• 施業の集約化や路網整備と高性能林業機械の活用により生産性の高い林業生産活動を行っている林業事業体も存在。

• しかしながら、我が国の私有林の所有構造は小規模であり、さらに間伐等が分散的に行われていることなどから、原
木の供給は木材加工業者のニーズへの対応しきれておらず、また、間伐等の森林整備も不十分な状況。

木材安定供給体制整備の意義

地域材を利用する木材産業の要望
事業の維持・拡大のため、必要な規格の原木
を大ロット・安定的に確保したい

森林組合等林業事業体による地域材の安定供
給体制の整備

•提案型施業の普及・定着化
•施業の集約化
•低コスト作業システムの習得・導入

要望に対応し
た原木の供給

地域の木材産業の発展
•森林組合等林業事業体の信頼性の向上
•森林所有者にとっての間伐等の採算性の改善

• 森林所有者の施業意欲が向上
• 間伐等の林業生産活動の活性化
• 森林組合等林業事業体の安定した事業量の
確保

地域の林業の発展

間伐等の適切な施業による
森林の整備

地域経済の活性化

（参考 １）
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森林・林業基本計画に掲げられた目標

森林の多面的機能の発揮

急増する高齢級の森林について、施業コストを低減しながら、
地域の特色やニーズに応じた多様な森林づくりを進めることとし
て、望ましい森林の状態を提示

（ポイント）

• 育成単層林の一部は、間伐や択伐を進め、徐々に広葉樹
林を含む育成複層林への誘導

• 天然生林の一部は、天然更新を促す作業等により育成複
層林へ誘導

5,4505,3004,9204,340総蓄積

2,5102,5102,5102,510合計

1,1701,3201,3501,380天然生林

68017012090育成複層林

6601,0201,0301,030育成単層林

平成37年平成27年

（参考）
指向状態
<100年後>

目標（現況）
平成17年

木材の供給及び利用

森林の多面的機能の発揮のための整備を通じて供給される木材
について、安定供給体制づくり、製材・加工の大規模化等に取り組
む結果、実現が見込まれる供給量とその内訳を提示

（ポイント）

• 資源の増加や需要動向を考慮しつつ、１０年後に３５％増の
木材供給量を見込む

292317木材供給量

（参考）
平成37年

（目標）
平成27年

（実績）
平成16年

2211その他

91912317合計

151431合板用材

413854パルプ・チップ用

33371411製材用材

（見通し）
平成27年

（実績）
平成16年

（目標）
平成27年

（実績）
平成16年

総需要量国産材利用量用途別

（単位：百万ｍ3）

（単位：万ha、百万ｍ3）

民有人工林の齢級構成

0

20

40

60
80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

齢級

万ha

民有林の人工林の林齢構成は、間伐が必要な４～９齢級（16～45年生）の
ものが約６割を占めており、引き続き間伐の着実な推進が重要な課題。

約6割（約500万ha）
高齢級の森林

↓
現状のまま10年間推

移した場合約６割

国産材（用材）利用量の推移

0

500

1000

1500

2000

2500

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

万m3

年

増加の兆し

平成
※１７年は見込値

木材として利用可能な森林
資源の増加、加工技術の
向上や丸太の流通体制の
改善等により、集成材や針
葉樹合板への利用が進み
つつあり、国産材の利用量
は平成１４年以降増加傾
向で推移

（参考 ２）
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木材安定供給体制の解説

１ 森林所有者の合意形成による提案型集約化施業の促進（施業集約化・供給情報集積事業 H19新規5.6億円）

• 森林組合等林業事業体が森林所有者に対して積極的に施業（間伐等の素材生産）を提案することにより、施
業の集約化を促進。

• 森林所有者に対して施業を提案する際、施業内容のほか、コスト、林産物販売収益等を明らかにした透明性
のある提案を行うことによる森林所有者の合意形成に基づく施業を普及・定着化。

• さらに、低コスト作業システム（簡易だが壊れにくい作業路網と高性能林業機械を組み合わせた作業体系）
を導入することにより間伐等施業にかかる経費の縮減を図り、間伐等による林産物販売収益を森林所有者に
還元。

• 森林所有者にとっても魅力ある施業プランを提示、実行することにより、森林所有者の施業意欲や林業事業
体に対する信頼感が向上。

• 森林所有者にとっての採算性の改善、施業意欲の向上により、間伐等の森林整備を着実に推進。

２ 原木供給可能量情報の集積・提供（施業集約化・供給情報集積事業）

• 森林組合等林業事業体が「施業集約化・供給情報集積事業」により集約化した森林からの供給可能な原木の
数量等の情報を都道府県協議会に集積し、木材加工業者などの需要者や需給のマッチングを行うコーディ
ネーターに広く情報提供。

• 原木供給可能量情報は、補助事業により集約化した森林から供給可能なもののほか、地域材の利用拡大を図
ろうとする需要者の原木調達の安定性に対する不安を解消する観点からは、国有林、大規模林業経営体等へ
も働きかけを行い、出来るだけ多くの情報を集積することが効果的。

• 集積した情報は、供給可能な原木の樹種、数量等を集約化主体などの単位で、需要者やコーディネーターに
対して広く提供。

（参考 ３）

低コスト木材安定供給体制整備事業（H19新規 9.6億円）
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４ 需給のマッチング（素材流通コーディネート事業 H19新規 0.4億円）

• 公正かつ自由な取引を促進するため、原木供給可能量情報の管理主体である協議会は、集積した情報を広く
提供。

• 需要者・供給者間の円滑な取り引きを促進するため、あっせん、調整等を行うモデルコーディネーターを育
成。

• コーディネーターは、地域内に複数存在するのが望ましいが、補助事業ではモデル的に１地域１コーディ
ネーターを基本にその活動を支援。

• コーディネーターは、一般製材用、集成材用、合板用、チップ用等様々なニーズに対応して、効率的に原木
を供給できるよう、協議会に集積された供給可能量情報等を活用して、個別需要者のニーズに対応した原木
を供給するのに適した森林の選定、取りまとめを行い、あっせん、調整等を実施。

• このような業務を行うためには、需要側と供給側の双方の情報を収集する能力、間伐等の対象となる森林か
ら生産可能な原木の規格・品質・数量等を見極める能力、素材生産を実行する者を取りまとめる能力等が必
要であることから、素材生産業者の組織する団体、原木市場等をモデルコーディネーターとして想定。

• コーディネーターの報酬（手数料）は、支払われ方、額とも地域の需給バランスやコーディネーターがマッ
チングにどの程度関与するかなど、地域の実情により様々。

３ 提案型集約化施業の普及・定着化のための人材の育成（施業集約化・供給情報集積事業）

• 森林組合等林業事業体が森林所有者に対して、所有林での間伐等の実施についての理解を得るため、間伐等
の施業に必要なコスト、林産物販売収益等を明らかにした透明性のある施業プランを提案。

• 森林所有者から理解の得られる施業プランを作成するためには、森林の現況を的確に把握し、効果的な路網
の整備、最適な作業システムを選定・設計する能力が必要。

• このため、全国協議会、地域ブロック協議会に「提案型施業定着化部会」、「施業プランナー育成実践部
会」を設け、必要な人材を育成。

• 全国協議会において必要な研修を企画し、地域ブロック協議会で地域の先進的な森林組合等（モデル組合）
を指導役として、提案型集約化施業に取り組む意欲のある森林組合等林業事業体の人材を育成。
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５ 低コスト作業システムの習得・導入（低コスト作業システム構築事業 H19新規 2.0億円、森林整備効率化

支援機械開発事業 H19新規 1.5億円）

• 需要者から注文を受け、森林組合等の集約化主体、または集約化主体から委託等を受けた素材生産業者
が素材生産を実施。

• 素材生産コストは、地形・傾斜、事業規模、集材距離、伐る木の太さ、機械の組合せや稼働率、オペ
レーターの技能など多くの因子が関係しているが、特に事業規模と集材距離の長短が使用する機械の種
類や稼働率、集材効率に大きく影響。

• したがって、素材生産のコスト削減を図るためには、施業の団地化・集約化による事業規模の確保を図
るとともに、導入する機械の適正な集材距離を考慮した路網密度や幅員とするなど、路網と高性能林業
機械を組み合わせて作業システムを考えることが重要。

• このため、作業路と高性能林業機械を組合せた低コスト作業システムのモデルを開発するとともに、そ
れを現地に普及・定着させるための現地実証、現地検討会、ＯＪＴ研修等の人材養成に取り組む。

• また、地域での作業システムの構築や改善に対応できる高性能林業機械等の改良など、多様な森林整備
や低コスト作業システムに対応した高性能林業機械等の開発・改良を実施。

– このことにより、素材生産の生産性の大幅な向上、生産コストの低減を図り、森林所有者に対して説得
力のある施業提案を可能とするとともに、森林所有者に利益を還元。また、路網整備により、素材生産
のみならず、造林・保育についてもコストを低減。



○ 都道府県における林業・木材産業の構造改革については、平成１３年に策定された 「森林・林業基本計画」を踏まえ、都道府

県において林業・木材産業構造改革プログラムを作成し、その目標を達成するための具体的な取組を進めてきたところ。

○ 平成１８年９月に新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定され、この中で示されている林産物の供給及び利用に関する目標を実
現していくためには、木材の安定供給体制の整備を中心とする林業・木材産業の構造改革を進め、国産材の利用拡大を軸とした林
業・木材産業の再生を図ることが必要。

○ １９年度以降の林業・木材産業構造改革プログラム作成に当たっては、現行の林業・木材産業構造改革プログラムに掲げた目標
の達成状況等の評価・分析を行い、「木材安定供給体制の整備」をはじめとする計画期間中の具体的な取組等を基にした精度の高
い目標値を設定するものとする。

○ 都道府県における林業・木材産業の構造改革については、平成１３年に策定された 「森林・林業基本計画」を踏まえ、都道府

県において林業・木材産業構造改革プログラムを作成し、その目標を達成するための具体的な取組を進めてきたところ。

○ 平成１８年９月に新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定され、この中で示されている林産物の供給及び利用に関する目標を実
現していくためには、木材の安定供給体制の整備を中心とする林業・木材産業の構造改革を進め、国産材の利用拡大を軸とした林
業・木材産業の再生を図ることが必要。

○ １９年度以降の林業・木材産業構造改革プログラム作成に当たっては、現行の林業・木材産業構造改革プログラムに掲げた目標
の達成状況等の評価・分析を行い、「木材安定供給体制の整備」をはじめとする計画期間中の具体的な取組等を基にした精度の高
い目標値を設定するものとする。

（１）改訂のポイント（１）改訂のポイント

１９年度以降のプログラムの構成と骨格のイメージ

主 な 記 載 事 項主 な 記 載 事 項

○ 林業・木材産業の現状と課題
○ 林業・木材産業の基本的方向
○ 林業・木材産業の構造改革に関する目標
① 林業経営体及び林業事業体に関する目標
② 木材の供給に関する目標
③ 木材の利用に関する目標

全 体 目 標 等全 体 目 標 等

○ 林業分野
① 森林組合（森林組合数、中核組合数・率）
② 林業労働力（認定事業主数、新規就業者数）
③ 施業等の集約化（長期施業受託面積）
④ 特用林産（作目別の生産量・生産性）

○ 木材産業分野
① 素材生産（生産量、生産性）
② 製材・加工体制（生産性、乾燥材生産割合）
③ 木材流通（加工施設への直送割合）
④ 木材利用（木造公共施設の地域材利用量）

個 別 目 標 等個 別 目 標 等

骨 格 の イ メ ー ジ骨 格 の イ メ ー ジ

木材産業の競争力の強化
目標値：木材の利用量（用途別）

木材産業の競争力の強化
目標値：木材の利用量（用途別）

低 コ ス ト 施 業

目標値：素材生産の生産性

低 コ ス ト 施 業

目標値：素材生産の生産性

需要に応じた
原木の大量かつ安定的な供給

需要に応じた
原木の大量かつ安定的な供給

利用可能な森林利用可能な森林

森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者

施業等の集約化
目標値：長期施業受託面積

施業等の集約化
目標値：長期施業受託面積

原木供給可能量情報原木供給可能量情報

施業提案施業委託

３．都道府県林業・木材産業構造改革プログラムの改訂について

1. 提案型施業による集
約化と原木安定供給
のための方針

2. 低コスト作業システ
ム整備の方針

3. 供給可能な原木の
利用のための施設
整備の方針

一体の方針
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（２）「木材安定供給体制の整備」と「構造改革プログラム」、「強い林業・木材産業づくり交付金」の関係

• 「木材安定供給体制の整備」は、都道府県を基本的な単位として行うこととしており、その目標値や具体的取組について、 「林
業・木材産業構造改革プログラム」との整合性を図ることが必要。

• １９年度以降の「林業・木材産業構造改革プログラム」の内容については、新たな森林・林業基本計画で重点的に取り組むべき
事項とされている「木材安定供給体制の整備」に関する目標等を明確にし、林業・木材産業分野の目標として適切なものを設定。

• 「木材安定供給体制の整備」は、都道府県を基本的な単位として行うこととしており、その目標値や具体的取組について、 「林
業・木材産業構造改革プログラム」との整合性を図ることが必要。

• １９年度以降の「林業・木材産業構造改革プログラム」の内容については、新たな森林・林業基本計画で重点的に取り組むべき
事項とされている「木材安定供給体制の整備」に関する目標等を明確にし、林業・木材産業分野の目標として適切なものを設定。

「木材安定供給体制の整備」と関連するプログラムの目標等

○ 林業経営体及び林業事業体に
関する目標
→ 効率的かつ安定的な林業経営
を担い得る者の数・事業量

○ 施業等の集約化に関する目標
→ 長期施業受託面積

○ 森林組合に関する目標
→ 中核組合数

○ 林業経営体及び林業事業体に
関する目標
→ 効率的かつ安定的な林業経営
を担い得る者の数・事業量

○ 施業等の集約化に関する目標
→ 長期施業受託面積

○ 森林組合に関する目標
→ 中核組合数

○ 木材の供給に関する目標
→ 素材生産量のうち都道府県内

供給量
（うち市場等経由、協定）

○ 原木流通に関する目標
→ 原木市場の平均取扱量、加工

施設への直送割合

○ 木材の供給に関する目標
→ 素材生産量のうち都道府県内

供給量
（うち市場等経由、協定）

○ 原木流通に関する目標
→ 原木市場の平均取扱量、加工

施設への直送割合

○ 素材生産に関する目標

→ 生産性

○ 素材生産に関する目標

→ 生産性

森林組合等林業事業体による提案
型施業を通じた施業の集約化

（施業集約化・供給情報集積事業）

森林組合等林業事業体による提案
型施業を通じた施業の集約化

（施業集約化・供給情報集積事業）

集約化した森林等から供給可能な
原木数量等の情報を集積・提供

（施業集約化・供給情報集積事業）
（素材流通コーディネート事業）

集約化した森林等から供給可能な
原木数量等の情報を集積・提供

（施業集約化・供給情報集積事業）
（素材流通コーディネート事業）

路網整備と高性能林業機械を組み合
わせた低コスト作業システムの整備・普及

（低コスト作業システム構築事業）
（強い林業・木材産業づくり交付金）

路網整備と高性能林業機械を組み合
わせた低コスト作業システムの整備・普及

（低コスト作業システム構築事業）
（強い林業・木材産業づくり交付金）

関連するプログラムの取組事項（事業等）

集約化と原木の安定供給のための方針 原木の利用に係る施設整備の方針 低コスト生産体系の整備のための方針

一体的な取組

集約化と原木の安定供給に取り組む
林業事業体等の生産活動の効率化

地域材の利用拡大に効果の高い加
工施設の整備

低コスト化に取り組む事業体による路
網整備、高性能林業機械の導入

強い林業・木材産業づくり交付金
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施業の集約化や素材生産量の増加等に取り組む都道府県に対し、交付金の配分にあたって配慮



森林所有者

森林組合等林業事業体による施業等の集約化

施業提案施業委託

効率的かつ安定的な林業経営体の数及び事業量
現状：○○ → 目標：△△

長期施業受託面積 現状：○○ → 目標：△△

原木市場・共販所を通じ
た素材供給

用途別利用量
現状：○○ ｍ3 → 目標：△△ｍ3

林 業 事 業 体 に よ る 低 コ ス ト 施 業

効率的かつ安定的な林業事業体の数及び事業量
現状：○○ → 目標：△△

は、プログラムに掲げる目標

新たな「林業・木材産業構造改革プログラム」の骨格イメージ新たな「林業・木材産業構造改革プログラム」の骨格イメージ

素材供給量
現状：○○ → 目標：△△

素材供給量
現状：○○ → 目標：△△

素 材 生 産 の 生 産 性
現状：○○ → 目標：△△

木 材 産 業 の 競 争 力 の 強 化

素材供給量
現状：○○ → 目標：△△

市場等を経由しない
素 材 供 給

うち協定によるもの

製 材 用 パルプ・チップ用 合 板 用 そ の 他
（杭丸太、しいたけ原木、薪
炭用材等）

都道府県内への素材供給量 現状：○○→目標：△△

効率的かつ安定的な林業経営体

森林所有者森林所有者
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施業集約化・供給情報集積事業

林 野 庁

― 取組みの手引き ―

平 成 １９ 年 １ 月
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森林所有者

伐採可能森林

原木供給可能量情報の提供

施業集約化・供給情報集積事業の概要(H１９～H２３)
平成１９年度予算額(政府案) ５５９,０４０千円

施業提案施業委託

原木伐採可能量の取りまとめ

― １ ―

森林組合等による施業の集約化

・森林所有者との合意形成が図られた
伐採可能森林については、森林の現況
調査、境界測量を実施

・これらの調査等を踏まえて、各年の原

木供給可能量を取りまとめ

・ 不在村森林所有者を含む森林所有者
に対する林業経営相談会による指導・
助言

・ 施業の集約化について森林所有者と
の合意形成（森林所有者と長期施業受
委託契約を締結）

・ 売却希望森林等について、森林現況調
査、境界測量を実施し、都道府県へ情
報提供

・ 中小企業診断士等による指導を通じ、
森林組合等の指導能力等を向上

森林所有者との合意形成によ
る施業の集約化と原木供給可
能量の取りまとめ

森林組合等林業事業体が
森林所有者の施業意欲を
喚起！

提案型集約化施業の普及・定
着化のための人材の育成

施業プランナーの育成

① 先進地集合研修(全国段階)
② 地域実践研修(地域ブロック段階)

原木供給可能量情報集積

伐採可能森林の林分情報
を集積

伐採可能森林の調査等

都道府県段階の県産材安定供給協議会(仮称)

● 森林所有者へ必要経費、収入見込額等
を含んだ具体的な施業提案を提示する手

法を習得・実践

● 地形、林況に応じた、高性能林業機械、高

密度路網を活用した低コスト施業技術を習
得

森林組合等林業事業体



施業集約化・供給情報集積事業において対象となる補助内容

森林所有者 ①林業経営相談会(定額)
不在村森林所有者を含む森林所有者
に対し、集約化の説明、助言、意向把
握等を行います。

②地域施業提案会(１／２)

売却希望林地の調査(定額)
林業経営相談会等で売却希望所有
者がいた場合は、森林現況調査、境
界測量を行うことができます。なお、
その情報は都道府県へも提供します。

森林所有者に対する提案会の開催等により施業の
集約化・低コスト化等を提案し、長期施業受委託契
約を締結します。

③伐採可能森林の調査等(１／２)

※ 補助対象者：森林組合等林業事業体 → 補助対象メニュー

主な補助対象経費は１５ページを参照

集
約
化
森
林
の
う
ち
伐
採
可
能
森
林

伐採可能森林については、詳細な森林現況調査、境界
測量を行い、施業提案により森林所有者との合意形成
を図り、原木供給計画に反映させます。

経営・指導能力の向上(定額)
中小企業診断士等による経営診断、
分析等を必要に応じ受けることがで
きます。

― ２ ―

実施主体：森林組合等林業事業体

森林組合等林業事業体は、林業経営相談会等を通じた森林所有者との
合意形成により、間伐等の森林施業の集約化を進めるとともに、当該年
度の原木供給計画を作成し、原木供給可能量情報を都道府県ごとに設
置される木材安定供給協議会(仮称)へ報告します。

集積する情報

所在地、集約化面積、伐採可能
森林の面積、主間伐の別、樹種、
原木供給可能量等

集約化の面積要件等

１集約化地区当たりの集約化面積は概ね３０ha以上を補助
要件とし、そのうち伐採可能森林の現況調査、境界測量に
ついての経費が補助されます。
（１事業体当たり、３０ha×８箇所＝２４０ha程度を標準的な
集約化面積、そのうちの３分の１に当たる８０ha程度を当該
年度の伐採可能森林として標準的には想定しています）

(詳細は１４ページ参照)

原木供給計画の作成、協議会への報告

当該年度の原木供給計画(集約化面積、原木供給可
能量等)を作成し、計画的に集約化による利用間伐等

を進めます。また、原木供給計画は都道府県段階の
県産材安定供給協議会(仮称)へ報告します。

1 森林所有者の合意形成による施業の集約化と原木供給可能量情報の取りまとめ

森林現況調査の内容

所在地、傾斜、集約化面積、伐採可能森林の面積、樹種、
主間伐の別、材種、搬出方法、原木供給可能量等

④原木供給可能量情報集積・提供

集積された情報は、木材安定供給協議会が
ホームページ等を通じ需要者等へ提供しま
す。

○○県産材安定供給協議会(仮称)

(詳細は５、１３ページ参照)

原木供給可能量情報の提出(年２回目途(３～４月、９～１０月）及び随時)

集約化とは

集約化とは、複数の利用間伐森林、小規模、分散する利用
間伐森林等を取りまとめ、また、必要な低コスト作業路網の
計画・整備、高性能林業機械の導入を行うことで効率的な低
コスト林業生産を進めるもので、このことにより、所有者へも
利益を還元することができます。



(１)  集約化の具体的な進め方 (基本的な流れ)

－多くの森林所有者への施業の説明等－
［林業経営相談会の開催］

森林所有者の施業の意向把握等

多くの森林所有者を参集し、集約化・低コスト化の必要性を説明することにより、施業の意向を

把握するとともに、森林組合等の林業事業体への長期施業委託の必要性について理解を得る

よう努めます(出席できなかった者に対してのアンケート等による意向把握、また、都道府県森

連による都道府県域レベルでの開催等により、積極的に意向把握と理解の浸透を図ります)。

― ３ ―

［地域施業提案会の開催］
－集約化の見込める地域での長期施業受委託契約の締結等－

施業の集約化の提案

集約化が見込める地域での施業提案会を開催します。ここでは、図面、森林簿等を使って、集

約化のメリットと低コスト作業の工夫等によるおおよその経費の見込みを提示しながら、施業

の集約化と長期施業受委託契約の締結について提案します。

長期施業受委託契約等の締結

森林所有者の集約化の同意が得られた森林については、長期施業受委託契約を締結すると

ともに、当該年度における伐採可能森林について現況調査等を行うことの同意を得ます。

［伐採可能森林の調査・施業提案・情報の集積］

伐採可能森林の調査・施業提案

伐採可能森林について詳細な現況調査、境界測量(GIS、GPSの活用も可)等を行うとともに、

必要経費、収入見込み額を含んだ施業提案を行い、具体的な間伐等の施業の計画及び実施

について合意形成を図ります。

原木供給計画の作成・協議会への報告

以上を踏まえて、当該年度の原木供給計画(集約化面積、原木供給可能量等)を作成し、都

道府県段階の県産材安定供給協議会(仮称)へ報告します。(報告は毎年３～４月と９～１０月

の２回を目処)

森林組合等の事業体(集約化主体)が協議会へ報告する原木供給可能量情報の内容

① 当該年度に森林所有者と長期施業受委託契約を締結し、間伐等の施業を集約化し
た区域の面積

② ①の集約化した区域の中で当該年度に利用間伐等を実施することにより供給可能
な原木の材積

③ ①の集約化した区域外の森林から当該年度に利用間伐等により供給可能な原木
の材積



(２)  集約化する区域と利用間伐等により原木を供給する区域(伐

採可能森林)との関係

１. 同一事業体が、次年度以降もこの事

業の補助金を受け、集約化を行うことは

可能です。なお、その場合は本年度に集

約化した区域以外の区域での集約化を

行う場合に限り補助されます。

同一事業体が次年度以降も取り組む場合

２. 次年度以降集約化に取り組んだ場合に都道府県段階の県産材安定供給協議

会(仮称)へ集積する原木供給可能量情報は次のとおりです。

H２０年度 H２１年度

林 道

低コスト作業路網

② 伐採可能森林

（集約化区域のうち当該年度に利用間伐等を実施
することにより供給可能な原木の材積を都道府県協
議会に情報集積）

①集約化区域
（概ね30ha以上）

Aさん ４ｈa

Bさん ４ｈa Cさん ２ｈa

利用間伐

利用間伐
利用間伐

保育林分

○ 集約化及び都道府県協議会への情報集積のイメージ

H1９年度

当該年度に
集約化した
面積を都道
府県協議会
に情報集積

③ 集約化区域以外であっても、当該年度に利用間
伐等による原木の供給可能量があれば都道府県協
議会に情報集積

H19情報集積
H19・20情報集積

H２０情報集積(利用間伐等による原木供給可能量の集積)

H１９集約化事業
の補助対象区域

H２０集約化事業
の補助対象区域

H２１集約化事業
の補助対象区域

① 当該年度に森林所有者と長期施業受委託契約を締結し、間伐等の施業を集
約化した区域の面積

② ①の区域の中で当該年度に利用間伐等を実施することによりに供給可能な原
木の材積

③ 前年度までに集約化した区域の中で当該年度に利用間伐等を実施することに
より供給可能な原木の材積

④ 当該年度及び前年度までに集約化した区域以外の森林から利用間伐等によ
り供給可能な原木の材積

H１９ H２０ H２１ H２２、２３
集約化区域

集約化区域 集約化区域 ・・・・・・・

H１９補助対象 H２０補助対象 H２１補助対象

A事業体の集約化区域

― ４ ―

集約化区域以外の森林

H２１情報集積(利用間伐等による原木供給可能量の集積)

集約化区域以外の森林
H１９集約化区域

H１９集約化区域

H２０集約化区域



(３) 原木供給可能量情報の取りまとめ

森林組合等による原木供給計画の作成

森林組合等の集約化主体は、下記のように、森林所有者との長期施業受委託契約
に基づき、当該年度における集約化面積、原木供給可能量情報等を「原木供給計
画」として取りまとめ、都道府県段階の県産材安定供給協議会(仮称)へ報告します。

施業計画の記載例(イメージ)

原木供給可能量情報の集積・提供の流れ

― ５ ―

集約化面積 伐採可能森林の面積 原木供給可能量 樹種 集約化主体(森林組合)及び集約化地区の所在

コ ー デ ィ ネ ー ター

集積する情報

所在地、集約化面積、伐採可能
森林の面積、主間伐の別、樹種、
原木供給可能量等

原木供給可能量情報

森林所有者 森林所有者 森林所有者森林所有者

集 約 化 主 体 集 約 化 主 体 集 約 化 主 体

(森林組合等林業事業体)

施 業 提 案

施 業 委 託

(多様なニーズを有する需要者)

需 要 者 需 要 者 需 要 者

需要情報

供給情報

供給情報

需要情報

年２回目途(３～
４月、９～１０月)
及び随時情報集
積

提供する情報

所在地、集約化面積、伐採可能
森林の面積、主間伐の別、樹種、
原木供給可能量等

H１９

H２０

２００ ha ６０ ha ３００ ｍ3 スギ ○○森林組合 ○○地区

２４０ ha ８０ ha ４００ ｍ3 ヒノキ ○○森林組合 △△地区

（１９年に集約済の区域) ７０ ha ３５０ ｍ3 スギ ○○森林組合 ○○地区

集積された情報は、ホームページ等を通じ需要者へ提供。具体的には、全森連のホームページに専
用サイトを設け、集積する情報が取りまとまった都道府県協議会の分から、順次、情報の内容と都
道府県協議会名、問い合せ先等を掲載、更新すること等により対応。

原木供給可能量情報の集積・提供

都道府県段階の県産材安定供給協議会(仮称)
(原則として年２回開催(４月、１０月))

地域ブロック段階の木材安定供給協議会
(仮称) (原則として年２回開催(５月、１１月))

全国木材安定供給協議会(仮称)

主間伐別

間伐

間伐

間伐

需要情報



(４)  集約化の実施主体及び集約化の考え方

― ６ ―

○ 集約化の実施主体(要件)

効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体に加え、その事業量に匹敵する
ような経営規模の拡大を図ろうとする林業事業体を、実施主体としています。

［林業事業体］

［森林組合］
中核組合(都道府県知事が認定を見込むものを含む)又は効率的かつ安定的な林業

経営を担い得る林業事業体の規模(下記参照)を満たす森林組合を、実施主体として
います。

２ 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体(森林組合を含む)の要件

１ 中核組合の要件(都道府県知事が認定するにあたり、林野庁で示した基準例)

① 造林・素材生産型林業事業体

年間事業量：素材生産量５,０００ｍ3以上かつ造林・保育面積３００ｈa以上

② 素材生産型林業事業体

年間事業量：素材生産量９,０００ｍ3以上

③ 造林事業型林業事業体

年間事業量：造林・保育面積４００ha以上

① 常勤理事１名

② 常勤役職員７名以上

③ 累積欠損金等が生じてないこと、又はその解消が確実なこと

④ 払込済出資金４千万円以上

⑤ 事業総利益に占める事業管理費が適正であること

○ 集約化の考え方(例)

①１地域を集中的に集約化 ②複数箇所を一体的に集約化 ③小規模・分散施業地を集約化

Ａ施業地

既設林道

集約化区域

作業路網計画

利用間伐

保育間伐等

幹線道路

８ha

利用間伐が可能なA施業地
を中心に隣接する利用間伐、
保育森林を集中的に集約化
します。また、この際、作業
路網についても計画及び所
有者の承諾を得ます。

Ａ沢 Ｂ沢

Ｃ沢
Ｄ沢

利用間伐等が可能な複数
の集約化箇所を幹線道路を
通じ効率的かつ低コストで
林業生産を行います。この
場合、各集約化箇所の移動
時間が一定の時間(６０分程
度)を目安とします。

利用間伐森林等が、小規
模、分散する場合。森林が
幹線道路でつながっている
こと、施業を行うための拠
点からの移動時間が一定
の時間(６０分程度)である
ことを目安とします。

Ａ町○○地区



― ７ ―

施業集約化・供給情報集積事業において対象となる補助内容

森林所有者

※ 補助対象者：森林組合等林業事業体
(全森連、都道府県森連)

→ 補助対象メニュー

主な補助対象経費は１５ページを参照

研修の対象：森林組合等林業事業体

施業プランナー ＝ 森林施業の方針(例えば、低コスト作業路網の整備、
高性能林業機械の導入、列状間伐の採用等による低コストと長伐期化)
を明確に示しつつ、利用間伐等の施業に必要な経費等を的確に把握し
た上で、具体的な施業プランとして森林所有者に説明し、合意形成がで
きる技術者 ＝を育成します。

受講料：無料

旅費等：補助

対象外

所属するブロックのモデ
ル組合

○○地域施業プラ
ンナー育成実践部
会 (定額)
（事務局：モデル組合所
在の都道府県森連）

地域実践研修

全国数箇所程度専科

コース

受講料：1/2
旅費等：1/2

日吉町森林組合（京都府）全国提案型施業定
着化促進部会

(定額)

（事務局：全森連）

基礎

コース

参 加 費研 修 場 所研修の実施主体研修の種類

集
合
研
修

全
国
先
進
地

事業体所在地での提案型集約化施業の実践

森林組合等林業事業体は、研修を通じて地域に適合した施業提案書を開発

実践結果の
評価・検証

提案型集約化施業の定着化に向けて、さらなる実践

全国事例発
表会の開催

２ 提案型集約化施業の普及・定着化のための人材の育成(研修への参加)

(助成経費)(定額)

(助成経費)(定額)

(助成経費)(定額)

講師謝金、消耗品費 等

講師謝金、消耗品費 等

講師謝金、消耗品費 等

専門家等によるフォロー
(施業提案書作成等において生じる課題等へのアドバイス)



４
～
６
月
（
第
１
四
半
期
）

１
～
３
月
（
第
４
四
半
期
）

10
～
12
月
（
第
３
四
半
期
）

７
～
９
月
（
第
２
四
半
期
）

施業プランナーの育成

低コスト作業システム技術者の育成

全 国
先進地集合研修

地域実践研修
事 例

発表会

地域ブロック研修
(OJT研修)

現地検討会等

林業機械化
センター
実施研修

低コスト作業システム構築事業
19年度新規（林野庁研究・保全課）

施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
基
礎
コ
ー
ス

施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
専
科
コ
ー
ス

提
案
型
集
約
化
事
例
発
表
会

研修場所：日吉町森林組合
期間：３泊４日
定員：３０名程度
同様の内容で６月～７月に４回程度開催
うち、１回を選択し受講

全国事務局会議

研修参加希望森林組合等の募集

・効率的生産の実践現場

・需要者ニーズに合わせ
た生産体制の実践現場

等の全国先進地研修
専科コースを数箇所
程度で実施

(選択制：希望に応じ参加)

各ブロックごとに
研修・検討会フィールド
となるモデル林の設定

（国有林内を想定）

（
低
コ
ス
ト
路
網
作
設
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
等
研
修
【
Ｏ
Ｊ
Ｔ
研
修
】）

企
画
者
・
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
養
成
集
合
研
修

【
受
講
者
２
名

講
師
２
名

10
日
間

同
様
の
内
容
で
５
回
開
催

１
ブ
ロ
ッ
ク
年
間
10
名
程
度
養
成
】

【
１
ブ
ロ
ッ
ク

１
０
０
名
～
２
０
０
名
程
度

２
日
間

年
１
回
開
催
】

モ
デ
ル
林
等
で
の
現
地
検
討
会

等

【
森
林
技
術
総
合
研
修
所

林
業
機
械
化
セ
ン
タ
ー
（群
馬
県
沼
田
市
利
根
町
根
利
】

地
域
実
践
研
修

(Ⅰ)

地
域
実
践
研
修

(Ⅱ)

研修場所：モデル森林組合
期間：２泊３日
定員：２０名程度
・地域実情に即した施業提案

書づくり
・地域フィールドにおける実践

研修場所：モデル森林組合
期間１泊２日
定員：２０名程度
・施業提案書の実践結果の

相互情報交換

◆地域実践研修(Ⅱ）に併せ、部会
を開催

（１）提案型集約化施業の普及・定着化のための人材育成研修
２００７年度研修スケジュール（案）

地域の実情に応じた低コスト作業体系による透明性の高い施業プランを
森林所有者に提案し、集約化のための合意形成ができる技術者の育成

施業集約化・情報集積事業(19年度新規（林野庁経営課）)
低コストで耐久性のある作業路網を作設できる

企画者・技術者（オペレーター）等の育成

全国提案型施業定着化部会

別 途 説 明

第１回○○地域施業プランナー
育成実践部会会議

第２回○○地域施業プランナー
育成実践部会会議

低
コ
ス
ト
施
業
推
進
モ
デ
ル
林
現
地
研
修

― ８ ―



日吉町方式の施業提案・施業プラン作成のノウハウを習得し、具体的な施業プラン作成実習を通じて基本的
な考え方を理解するとともに、これから各地域の実情に応じて作成する施業プランづくりに役立てる研修

１日目：13:30～17:30
○集合／開会式／オリエンテーション
○講義：林業再生に果たす森林組合の役割
○講義：日吉町森林組合の施業提案による集約化・作業システム
○情報交換会（18:00～）

２日目：9:00～18:00
○実習：施業プラン作成に係る現地調査手法

（調査の事前準備・現地調査の実際を日吉のプランナーより学ぶ）

○講義：施業提案書作成等の考え方
（コスト分析手法や提案書の係数、完了報告書等について学ぶ）

４日目：9:00～12:00
○講義：補足講義／質疑応答・まとめ
○終了式 解散

施業プランナー基礎コース

施業プランナー専科コース

高性能林業機械と低コスト作業路網等の組合せによる低コスト集約化施業の実践現場、作業路網の線形や考
え方の先進地、需要者のニーズに合わせた生産実践現場等、全国の先進実践地における視察や意見交換を行
う研修を数箇所で設定

◇対象：プランナー育成事業参加森林組合等林業事業体職員（選択制、希望に応じ参加） ◇事務局：全森連
◇研修場所：全国の先進実践森林組合等 数箇所で各１回開催 ◇時期：2007年9月～10月 ◇期間：１泊２日
◇受講料：5,000円程度(1／２補助後)（交通費・宿泊費等の実費は別途参加者が各自負担、ただし交通費・宿泊費の１／２を補助）

全国事務局会議 （４月開催 【事務局：全森連】）
○施業プランナー育成事業参加森林組合を構成員とする都道府県森連を集めた説明会の実施

・施業プランナー育成に係る手順、ポイント ・先進地集合研修及び地域実践研修のスケジュール
・ブロック事務局（モデル組合の所在する都道府県森連）との連携

◆研修実施主体： 全国提案型施業定着化促進部会（学識経験者・実績のある森林組合・コンサルタント等【事務局：全森連】）

◆研修目的：地域の実情に応じた低コスト作業体系による透明性の高い施業プランを森林所有者に提案し、
集約化のための合意形成ができる技術者の育成

◆研修対象者：施業プランナー育成事業参加森林組合等事業体の職員

（２） 施業プランナー育成先進地集合研修（全国段階）

３日目：9:00～18:00
○実習：施業のプランニングを行うための現場調査の実践

（既に施業プランを作成したフィールドで、施業プラン作成の実践）

○実習・講義：施業提案書の作成・検証
（施業提案書の作成実習及び既存プランとの比較・検証等）

○講義：各地で実践されている施業プランの事例紹介
（他の森林組合で既に実践されている施業提案等の取組紹介）

◆低コスト集約化施業の実践現場 （例：高知県 Ｋ森林組合、愛知県Ｓ森林組合）

◆需要者ニーズに合わせた生産体制の実践現場（例：宮城県 Ｉ森林組合）

◆簡易で耐久性のある作業路網整備の実践現場（例：高知県 Ｓ町）
等

６月～７月に同様の研修を４回程度開催
研修参加組合は、希望に応じ、１回を選択し受講

◇研修場所：京都府南丹市 日吉町森林組合 ◇期間：3泊4日 ◇定員：30名/回 （30名×4回＝120名）
◇受講料：20,000円程度(１／２補助後)（交通費・宿泊費等の実費は別途参加者が各自負担、ただし交通費・宿泊費の１／２を補助）

９月～10月に全国数箇所で各１回開催

選択制とし、希望に応じ参加（応募者多数の場合は調整あり）

― ９ ―



地域試行版施業提案書（モデル組合作成）をたたき台に、地域の実情に即した施業提案書づくりを研修を通
して実践
◇対象：施業プランナー育成事業参加森林組合等林業事業体の職員
◇事務局：モデル森林組合所在の都道府森連
◇研修場所：モデル組合 ◇時期：2007年7月～（施業プランナー基礎コース受講後）
◇研修実施経費：研修実施主体に対して定額助成（ただし研修参加者の負担による交通費等の助成はしない）

１日目
○事業費区分の見直しとコスト管理（講師：全国部会派遣）
○地域森林ビジョンとゾーニング（講師：全国部会派遣）
○間伐コスト分析シートの説明等（講師：モデル組合）

２日目
○地域試行版施業提案書の説明等（講師：モデル組合）
○地域フィールドにおける施業提案書の実践（フィールド案内：モデル組合）

３日目
○施業プラン提案書の改良・改善の検討（コーディネーター：全森連等） 【ワークショップ形式で実施】

○まとめ・次回の予告（モデル組合・全森連等）

地域実践研修（Ⅰ）

研修の特徴
◆モデル組合の地域フィールドで現地調査から実施し、施業提案書を研修参加者が各々作成
◆実践結果を受け、地域試行版施業提案書の練り直しを参加者で行い、モデル組合で再度取りまとめ
◆練り直した施業提案書を持ち帰り、参加組合等のフィールドで実践

次回の地域実践研修（Ⅱ）議論材料に活用

地域実践研修（Ⅱ）

練り直した施業提案書の実践結果を持ち寄り、発表し、相互の情報交換や改良点等のアドバイスを行い、施
業提案書を各組合等で使えるものにするとともに、施業完了報告書づくりを研修を通して実践

◇対象：地域研修（Ⅰ）の参加者 ◇事務局：県森連 ◇研修場所：モデル組合 ◇時期：2007年9月～
◇研修実施経費：研修実施主体に対して定額助成 （ただし研修参加者の負担による交通費等の助成はしない）

１日目
○各組合による施業提案書の実践結果の発表及び相互情報交換・アドバイス（進行：全森連等）
○施業完了報告書試行版の説明等（モデル組合）

２日目
○各組合での本格稼働に向けてのフォローアップ体制の説明 ○まとめ

第１回○○地域施業プランナー育成実践部会【5月】
○参加森林組合等の参加を得て、これらの者に対し、具

体的な研修スケジュールの説明及び要望のとりまとめ
・先進地集合研修（基礎コース、専科コース）
・地域実践研修（Ⅰ）及び（Ⅱ）

◆研修実施主体：地域施業プランナー育成実践部会
◆部会メンバー：①参加森林組合を構成員とする都道府県森連、②都道府県、③学識経験者（地域実践研修講師）、

③モデル森林組合、⑤モデル森林組合所在の都道府県森連（事務局）

◆部会活動概要：先進地集合研修の施業プランナー基礎コースを踏まえ、地域実情に応じた施業提案書の作成
及び実践等を行うための地域実践研修の企画・運営

◆研修の実施場所：モデル森林組合 ◆部会開催場所：モデル森林組合所在の都道府県森連等

（３）施業プランナー育成 地域実践研修（地域ブロック段階）

全国事務局会議
（４月【事務局：全森連】）

施業プランナー育成事業参加
森林組合を構成員とする都道
府県森連森連を集めた説明会

施業プランナー
基礎コース

【研修場所：日吉】）
(2007年6月～7月）

第２回○○地域施業プランナー育成実践部会
研修最終日に研修参加組合の参加を得て、部会を開催

又は11月の地域ブロック段階の国産材安定供給協議会開催の際に併せて開催
○ 提案型集約化施業事例発表会における発表組合等の決定 等

提案型集約化施業事例発表会【東京（全国部会）：3月】

― １０ ―



施
業
の
実
施
・
作
業
路
網
の
開
設
等

(４)  施業提案書及び施業完了報告書のイメージ

それぞれの森林ごとの条件(傾斜等の地形、樹種、林齢、森林整備の状況等)

・調査、測量に要する経費

・伐採、造林、林内搬出に要する経費

・市場等への搬出等に要する経費

・作業路網の開設に要する経費

・間接費、手数料 等

各森林組合の地区内森

林の特性に応じた一定の

概算の方法を設定し、こ

れに基づいて算出

施業提案書(例) 施業完了報告書(例)

― １１ ―



四国ブロックッ

上川北部

釜石地方

雄勝広域

多野東部

天 竜

羽 咋

松坂飯南

三 次

新 居

香 美

南那珂

上球磨

九州ブロック

中国ブロック
近畿・北陸ブロック

中部ブロック

関東ブロック

東北ブロック

北海道ブロック

モデル森林組合

(５)  地域ブロック位置図
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北海道ブロック
北海道

東北ブロック
青森、秋田、岩手、山形、宮城

関東ブロック
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、神奈川、新潟、山梨

中部ブロック
静岡、長野、岐阜、愛知

近畿・北陸ブロック
富山、石川、福井、三重、滋賀、
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中国ブロック
鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国ブロック
徳島、香川、愛媛、高知

九州ブロック

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

日 吉 町
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施業集約化・供給情報集積事業において対象となる補助内容

全国木材安定供給協議会(定額：全森連)

→ 補助対象メニュー

主な補助対象経費は１６ページを参照

①各地域ブロック協議会における進捗状況把握、②全国的に原木を求
める需要者に対する原木供給可能量情報を提供、③提案型集約化施
業の普及・定着化のための研修の企画・運営、専門家の派遣、④低コ
スト生産等に関する全国の先進事例の情報交換等を実施。

集約化主体 集約化主体集約化主体

全 国 ８ 地 域 程 度

(メンバー)

コーディネーター

需 要 者需 要 者 需 要 者

全国森林組合連合会、全国素材生産業協同組合連合会その他各都道府県
協議会のメンバーを構成員とする全国団体、林野庁(オブザーバー)、学識経
験者 等

都道府県産材安定供給協議会

原木供給可能量情報等

○○地域木材安定供給協議会(定額：都道府県森連)
①各都道府県協議会における進捗状況を把握、②都道府県
域を超える広域で原木を求める需要者に対する原木供給可
能量情報を提供、③提案型集約化施業の普及・定着化のた
めの研修を企画・運営、④低コスト生産等に関する先進事例
の情報交換等を実施。

(メンバー)
都道府県、都道府県森連、森林管理局(オブザーバー)、学識経

験者、都道府県素材生産業協同組合等林業事業体の団体、林

業経営体(大規模林業経営体、森林整備法人、緑資源機構等)
など

○○地域施業プランナー
育成実践部会(定額)

施業プランナー育成
地域実践研修

地域ブロック段階における施業プラ
ンナー育成のための地域実践研修
の企画、運営、研修の内容に関す
る情報交換等を行います。

３ 木材安定供給協議会(仮称)における原木供給可能量情報の集積・提供等

(森林組合等林業事業体)

事務局：全森連

全国提案型施業定着
化促進部会(定額)

提案型集約化施業の普及・定着
化を促進するため、全国段階の先
進地集合研修の企画・運営、各地
域ブロック段階の地域実践研修に
対する指導、専門家の派遣。また、
先進的事例発表会の開催等を行
います。

施業プランナー育成
先進地集合研修

(基礎コース・実践コース)

・需要に関する情報の収集

・原木供給可能量情報の提供

・原木供給可能量情報を取りまとめの上、集積

・需要に関する情報の提供

事務局：都道府県森連(想定)
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施業集約化・供給情報集積事業において対象となる補助内容

※ 補助対象者：全森連、県森連、森林組合
→ 補助対象メニュー

主な補助対象経費は１６ページを参照

ふるさと森林会議(定額) ：三大都市
(事業実施主体：全森連、森林組合)

ふるさと森林会議(定額)   ：都道府県庁所在地
(事業実施主体：都道府県森連、森林組合)

東京、大阪、名古屋に在住する地方不在村森林所有者に
対しダイレクトメール等により通知し、これを受けて参加し
た不在村所有者に対して、地元森林組合等が施業の働き
かけ等を行います。(三大都市で開催)

都道府県庁所在地等に在住する不在村森林所有者に対しダ
イレクトメール等により通知し、これを受けて参加した不在村
所有者に対して、地元森林組合等が施業の働きかけ等を行
います。 (各都道府県庁所在地で開催)

森 林 組 合

施
業
の
説
明
、
働
き
か
け

長期施業受委託契約

売却希望林地の把握

不在村森林所有者への長期施業受委託契約等の促進

不在村者

不在村者

不在村者

不在村者

林業経営相談会(定額)
（事業実施主体：森林組合）

不在村森林所有者を含む森林所有者に対
し、集約化の説明、助言、意向把握等を行
います。

林業経営相談会等で売却希望所有者がいた
場合は、森林現況調査、境界測量を行うことが
できます。なお、その情報は都道府県へも提供
します。

売却希望森林のあっせん等による経営規模の拡大

不在村者 不在村者 不在村者

都道府県
あっせん

山林の売買契約
の成立

森林購入希望者

経営規模
の拡大

情報 ・森林現況調査

・境界測量 等

森林現況調査等(定額)
(事業実施主体：森林組合)

売却希望林地

留 意 事 項

現況調査等は、売却の可能性
があると判断される林地として
います(林道から１００ｍ範囲
内等)。

４ その他の取組み(不在村森林所有者への施業の働きかけ)

(参加森林組合への助成経費)
参加森林組合職員の旅費(定額)



① 森林所有者の合意形成による施業の集約化と原木供給可能量の取りまとめ

② 提案型集約化施業の普及・定着化のための人材の育成(研修への参加)
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５ 施業集約化・供給情報集積事業の補助対象経費

会場借料、資料印刷費、県森連職員旅費、通信連絡費、消耗品費、開催技術者給、

アンケート作成・取りまとめ技術者給

林業経営相談会(森林組合等：定額)

職員旅費、資料印刷費、会議費、通信連絡費、消耗品費、施業計画作成技術者給

地域施業提案会(森林組合等：１／２)

技術者給、アルバイト賃金、旅費、通信連絡費、資材・消耗品費、ＧＩＳ導入費、
ＧＰＳリース費

※詳細な森林現況調査、作業道ルート決定、簡易な境界測量を想定

伐採可能森林の調査等(森林組合等：１／２)

技術者給、旅費、通信連絡費、資材・消耗品費

※詳細な森林現況調査及び境界測量（トランシット）、境界杭の設置を想定

売却希望林地の調査(森林組合等：定額)

中小企業診断士等人件費及び旅費

経営・指導能力の向上（中小企業診断士等の派遣）(全森連：定額)

全国提案型施業定着化促進部会(全森連：定額)
委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、会場借料、通信運搬費、消耗品費

先進地集合研修(基礎、専科コース)への参加(森林組合等：１／２)
受講料、研修に参加するための旅費、宿泊費

○○地域施業プランナー育成実践部会(都道府県森連：定額)
委員謝金・旅費、講師謝金、通信運搬費、消耗品費、地域研修開催準備技術者給、事
務局旅費

地域実践研修への参加(森林組合等：補助対象外)
受講料無料 (研修に参加するための旅費、宿泊費は補助対象外)

研修(基礎、専科コース)実施森林組合への助成(森林組合：定額)
講師謝金、会場借料、消耗品費

研修実施森林組合への助成(森林組合：定額)
講師謝金、会場借料、消耗品費
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会議企画技術者、会議運営技術者、森林組合等旅費、会場借料、消耗品費

ふるさと森林会議（県庁所在地）(都道府県森連：定額)

会場借料、資料印刷費、県森連職員旅費、通信連絡費、消耗品費、開催技術者給、

アンケート作成・取りまとめ技術者給

林業経営相談会(森林組合等：定額)(再掲(Ｐ１５))

技術者給、旅費、通信連絡費、資材・消耗品費

※詳細な森林現況調査及び境界測量（トランシット）、境界杭の設置を想定

売却希望林地の調査(森林組合等：定額)(再掲(Ｐ１５))

委員謝金・旅費、会場借料、通信運搬費、消耗品費、原木供給可能量情報システム開
発費

全国木材安定供給協議会(全森連：定額)

委員旅費、コンサルタント報酬・旅費、会場借料、会議費、通信連絡費、消耗品費、

開催準備技術者給、原木供給可能量情報管理技術者給

○○地域木材安定供給協議会(都道府県森連：定額)

委員謝金・旅費、講師派遣謝金・旅費、会場借料、通信運搬費、消耗品費

全国提案型施業定着化促進部会(全森連：定額) (再掲(Ｐ１５))

委員長謝金・旅費、講師謝金、通信連絡費、消耗品費、開催準備技術者給、事務局

旅費

○○地域施業プランナー育成部会(都道府県県森連：定額)(再掲(Ｐ１５))

③ 国産材安定供給協議会(仮称)における原木供給可能量情報の集積・提供等

④ その他の取組み(不在村所有者への施業の働きかけ)

会議企画技術者、会議運営技術者、森林組合等旅費、会場借料、会議費、消耗品費

パンフレット作成費、通信運搬費

ふるさと森林会議（三大都市）(全森連：定額)

参加森林組合への助成経費(森林組合：定額)
参加職員旅費

参加森林組合への助成経費(森林組合：定額)
参加職員旅費



森林施業の受託を通じた森林整備の担い手として重要な役割を果たしている森林組
合等の林業事業体にあっては、森林資源の齢級構成や施業体系の変化等により、従来
の主要事業であった造林・保育事業から、間伐等による伐採系森林整備を通じた安定
した原木販売主体の事業に移行することが、将来に向けて安定した事業量を確保し、
的確な森林整備を進めるために不可欠であり、これに加え、事業運営の効率化に努め、
健全で安定的な自立的経営に向けた事業改革に取り組んでいく必要性があります。
このため、森林所有者に積極的に森林整備の実施を働きかけ、集約化による事業規

模の拡大と安定した事業量の確保を図るとともに、高性能林業機械の活用や作業路網
の整備により、素材生産の低コスト化を進める必要があります。
また、その際、施業に要する経費等を事前に明示することや、施業実施後の完了報

告等により透明性を確保した提案型施業により、組合員等森林所有者との信頼関係の
構築を図ることが重要です。

提案型による集約化施業のメリット

・ 森林組合等の林業事業体にとって、施業の集約化を行うメリットは、①一作業箇所

当たりの事業量が増加し機械化による効率的な作業が可能となること、②必要な作

業路網の設置を効率的、効果的に行えること等により、木材の生産コストの削減と

ロットの確保が図られ、間伐等の安定販売が可能となる、など新たな事業機会の創

出が可能となることにあります。

・ 施業の集約化を進めるために有効な手段が、提案型施業です。提案型施業とは、森

林所有者から施業を依頼されるのを待つのではなく、森林組合等の林業事業体の方

から、現況を示した写真などにより具体的に施業の必要性を喚起し、施業に必要な

経費、木材を販売した場合の販売額、施業の方針などを示しながら、森林所有者の

施業意欲を積極的に引き出そうとするものです。

・ 「採算に合わないため」または「資金がないため」という経済的理由により、間伐

が実施できない、あるいは実施する考えがないとしている森林所有者に対し、提案

型施業を通じた集約化による効率的な施業を通じて収益を確保(負担を軽減)するこ

とが重要であり、このことによる素材生産事業の活性化が、将来に向けて森林組合

等の安定的、自立的な経営を実現することにつながります。

森林組合系統が平成１７年１１月に決議した 「環境と暮らしを支える森林・林業・

山村再生運動」には提案型による集約化施業を推進するための、施業共同化プロジェク

トが掲げられています。

また、提案型による集約化施業を既に実践している森林組合の事例(別添)もあり、多

くの森林組合が技術習得の目的で、これらの先進地を訪れている状況から、提案型によ

る集約化施業の普及・定着化は喫緊の課題としての認識が醸成されているものと考えて

います。
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(参考)提案型による集約化施業に幅広く取組む必要性

提案型による集約化施業に幅広く取り組む必要性




